第２編
第2章
日本の政治機構と政治参加
教科書p.76～99➡



１　政治機構と国会（教科書p.76～77）
Checkの活用例
衆議院の優越を確認してみよう。
法律案・予算の議決，条約の承認，内閣総理大臣の指名。
Tryの活用例
衆議院が参議院よりも優越されている事項にはどのようなものがあるだろうか。また，なぜ優越が認められているのだろうか。
衆議院の優越は，①法律案の議決②予算・条約の議決③内閣総理大臣の指名の三点で認められている。衆議院の優越が認められる理由は，①衆議院には「解散」があること②衆議院の任期（4年）は参議院の任期（6）年）より短いことの二つの理由から，「最新の国民の民意を反映している」と考えられるからである。


２　行政権と行政機能の拡大（教科書p.78～79）
Checkの活用例
三権分立や憲法第41条との関係から何が課題であるか，考えてみよう。
内閣立法が議員立法を成立率で圧倒している理由として，与党の事前審査を経ている，立法に携わる官僚の政策に関する専門性が高いことが指摘されている。三権分立や憲法第41条の「国会中心立法の原則」の観点からは議員立法を重視する見解が導かれるのに対し，議院内閣制が議会と内閣の協調を想定していること，第41条を旧憲法が定めた「天皇の統治権」を否定する旨とする解釈から，必ずしも内閣立法を批判するには当たらないという見解もある。
Tryの活用例
行政の役割が拡大していく一方で，国民が行政の運営をチェックするにはどのような方法があるか，まとめてみよう。
広い意味では，国会による国政調査権の行使などが典型的な行政監視作用にあたるわけだが，直接的には，情報公開制度の利用や一部の自治体で設置されているオンブズ・パーソン制度の活用などが考えられる。


３　公正な裁判の保障（教科書p.80～81）
Opinionの活用例
違憲審査権の行使をどう考えるか。
違憲審査権の行使は積極的に行うべきであるという考え方と，消極的であるべきであるという考え方がある。積極的に行うべきであるという考え方の背景には，少数者の権利を救済できるのは裁判所以外にないということ，消極的であるべきであるという考え方の背景には，法は国民の代表者が制定したものだから，国民を代表する機関ではない裁判所が口を挟むべきではないということがある。


４　地方自治と住民福祉（教科書p.86～87）
Checkの活用例
議会と行政の長の選出方法を，p.76と比較してみよう。
国会議員は選挙で選ばれ，内閣総理大臣は国会で指名されるのに対し，地方自治では，議員と首長がそれぞれ別の選挙で選ばれる。
Checkの活用例
地方財政の課題を，団体自治の観点から考えてみよう。
自主財源が少ないので，十分な住民サービスを提供しづらく，また，基地問題をめぐる姿勢など，政府や与党の意向によって地方行政が振り回されるという指摘もある。


５　政党政治（教科書p.90～91）
Checkの活用例
政党交付金の割合に着目し，各党の特徴を読み取ってみよう。
「支持していない政党にも強制的に寄付させられることになり思想の自由を踏みにじる」として，日本共産党は政党交付金を受け取っていない。日本共産党や公明党は事業収入（政党機関紙の購読料など）の割合が多い。政党の政治活動の自由を尊重する観点から政党交付金の使途について制限してはならないとされているが，2019 年の河井克行・案里議員による大規模買収事件では税金が買収に使われたのではと話題になった。
Checkの活用例
各時代にどのような特徴があるだろうか。
55年体制の崩壊後，自民党と民主党による二大政党制が形成される傾向がすすみ，2009 年の民主党を中心とする連立政権が成立したが，2012 年に自民党政権が復活し，一強多弱といわれる状況が続いている。
Tryの活用例
日本の政党政治の課題として，政治資金の問題がある。大政党と小政党，特定の業界に強い政党とそうでない政党で，どのような違いがあるだろうか。
大政党や特定の業界に強い政党は，企業・団体献金や個人献金を安定的に集めることが可能で，選挙や広報に十分な資金を投入できる。一方で，業界に偏った政策立案や利益誘導が生じる危険性がある。
小政党や特定の業界との結びつきがない政党は，特定の業界に縛られず広い視点から政策を議論できるが，資金調達に苦労するため，広報など選挙戦での訴求力が弱い。


６　選挙制度（教科書p.92～93）
Checkの活用例
多様な意見が反映されやすい制度はどれか，政治が安定しやすい制度はどれか，比較してみよう。
多様な意見が反映しやすいのは，大選挙区や比例代表，政治が安定しやすいのは小選挙区と一般にいわれている。なお，「安定」を内閣の安定性ととるか民主主義体制の安定性ととるかで様々な見解がある。
Tryの活用例
なぜ普通選挙と平等選挙の原則は大切とされているのだろうか，とくに民主主義や公正の観点から考えてみよう。
まず「普通選挙」と「平等選挙」の定義を確認しておきたい。前者は，選挙権，被選挙権の資格を性別，身分，財産の多寡などで制限せず，一定の年齢に達した者すべてに与える制度を指し，後者は，１人が１票を投票することを指す。現代の民主主義が，有権者資格を可能な限り国民全体に近づけることを要求している点，公正さ，ここではその例としてロールズの公正論を取り上げるが，平等な自由の原理，公正な機会均等の原理，格差原理を実現するには，普通選挙，平等選挙が不可欠なのは明らかである（ベンサムの功利主義が１人１票を要求してきたことに触れてもよいだろう）。


７　世論と政治参加（教科書p.94～95）
Tryの活用例
政治や選挙に関する情報収集をインターネットでおこなう際に，とくに気をつけるべきことは何だろうか，考えてみよう。
検索システムやSNSは利用者の閲覧情報から，興味・関心近い情報を意図的に提示する。だからこそ，ネット上の情報のみに頼っていると，関心のない問題や自分の意見と違う意見には触れづらくなってしまう。インターネットだけを用いるのではなく，選挙公報や政党の政策綱領（マニフェスト）に目を通すことも大切である。
